
 

 
 

 

 

条件付一般競争入札の公告の変更について 

 

新ひだか町公告第１２号 

 

令和５年３月８日付け新ひだか町公告第９号で公告した下記の工事の条件付一般競争入札の

内容について変更します。 

 

令和５年 ３月２２日 

 

新ひだか町長 大 野 克 之 

 

１ 工 事 名  静内川右岸緑地公園テニスコート（砂入り人工芝コート）災害復旧工事（R4-1） 

 

２ 入 札 日  令和５年４月１３日 

 

３ 変更内容   

 

13 契約書作成の要否 

 

  【変更前】 

   必要とする。 

   なお、この契約は、新ひだか町議会の議決を要する工事であるので、落札者を決定した

場合は仮契約書を締結し、議会の議決を得たときは本契約を締結する。 

 

  【変更後】 

   必要とする。 

 

 

＜入札説明書の内容＞ 

 

14 契約書作成の要否 

 

  【変更前】 

   必要とする。 

   なお、この契約は、新ひだか町議会の議決を要する工事であるので、落札者を決定した

場合は仮契約書を締結し、議会の議決を得たときは本契約を締結する。 

 

  【変更後】 

   必要とする。 

 

 

 

 



 

 
 

 

（規程第３条関係） 

入札公告（変更後） 

新ひだか町公告第９号 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２に基づく、条件付一般競

争入札を行うので、新ひだか町条件付一般競争入札規程(平成２０年訓令第８号)第３条第１項

の規定により次のとおり公告する。 

 

令和５年３月８日 

新ひだか町長 大 野 克 之  

 

１ 入札に付する事項 

（１）工 事 名  静内川右岸緑地公園テニスコート（砂入り人工芝コート）災害復旧工事（R4-1） 

（２）工事場所  日高郡新ひだか町静内真歌地内 

（３）工事期間  令和５年９月２０日まで 

（４）工事概要  災害復旧工事 砂入り人工芝舗装工一式Ａ＝３，５３０㎡、公園施設撤去

工一式、グラウンド・コート舗装工一式 

 

（５）分別解体等の実施の義務付け 

この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年法律第１０４

号)に基づき分別解体等の実施が義務付けられています。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  入札参加希望者は特定建設工事共同企業体であって、次の要件をすべて満たす者とする。 

（１）特定建設工事共同企業体の構成員の資格要件 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

イ 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、新ひだか町競争入札参加資格

者指名停止事務処理規程(平成１８年訓令第４６号)の規定に基づく指名停止を受けてい

ないこと。 

ウ 暴力団関係事業者等であることにより、新ひだか町が行う競争入札への参加を除外さ

れていないこと。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされて

いる者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て

がなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては

再生手続開始の決定を受け、新ひだか町の競争入札参加資格の再審査結果を有している

者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

オ 発注工事に対応する令和４年新ひだか町告示第５９号に規定する「舗装工事」の競争

入札参加資格及び建設業法（昭和２４年法律第１００号）における「舗装工事業」の許

可を受けて２年以上の営業年数を有すること。 

カ 新ひだか町における「舗装工事」の競争入札参加資格に登録されていること。 

キ 建設業法第３条第１項第２号に規定する特定建設業者又は同法第３条第１項第１号に

規定する一般建設業者であること。 

ク 北海道内に建設業法第３条第１項に基づく許可における主たる営業所又は従たる営業

所（建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）別記様式第一号又は別紙二（２）



 

 
 

 

の「主たる営業所又は従たる営業所」の欄に記載されているものをいう。）を有する者で

あること。 

ケ 構成員のうち１者以上が、過去１５年間（平成１９年度以降）に、本工事と同種で、

かつ、おおむね同規模と認められる官公庁発注工事を元請として施工した実績を有する

こと。 

    なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率

が２０パーセント以上の場合のものに限るものとする。 

コ 建設業法等に適合する監理技術者又は主任技術者の資格を有する者を工事に専任で配

置できること。 

ただし、工事１件の請負代金額が、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第

２７条第１項に定める金額に満たない場合は技術者の専任は要しないものとする。 

サ 本工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは

人的関係がないこと。 

シ 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。 

（２）特定建設工事共同企業体の結成要件 

ア 構成員の数は、２者又は３者のいずれかであること。 

イ 構成員の組合せについては、（１）のカの資格の種類に登録されており、構成員のうち

１者以上が新ひだか町内に商業登記法（昭和３８年法律第１２８号）第１７条第２項に

規定する本店又は建設業法第３条第１項に基づく許可における主たる営業所（建設業法

施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）別記様式第一号又は別紙二（２）の「主たる

営業所」の欄に記載されているものをいう。）を有する者であること。 

ウ 各構成員の出資比率の下限は次の各号に掲げるものとする。ただし、代表者の出資比

率は、他の構成員の出資比率を下回ってはならない。 

 （ア）２者の場合 ３０パーセント以上 

 （イ）３者の場合 ２０パーセント以上 

エ 現場代理人を工事現場に常駐させられること。 

オ 本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、単体企業、他の共同企業体の構成員

として参加する者でないこと。 

カ その他必要な事項は、新ひだか町共同企業体取扱要綱によること。 

 

３ 入札参加資格確認申請書等の提出期間及び審査等 

  入札参加希望者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書に関係書類を添付して提出し

なければならない。 

（１）申請書等の提出書類 

ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書（別記様式第１号） 

  イ 工事施工(業務履行)実績調書（別記様式第３号）及び工事施工実績を証明する書面 

  ウ 資本関係・人的関係調書（ただし、資本関係及び人的関係がない場合は提出不要） 

  エ その他指定する書類 

（２）提出期間 

令和５年３月８日（水）から令和５年３月２２日（水）までの土曜日、日曜日及び新ひ

だか町の休日を定める条例（平成１８年条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下、

「休日」という。）を除く、午前９時から午後５時まで 

（３）申請書類の提出場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 

郵便番号０５６－８６５０ 



 

 
 

 

日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番５０号 

  新ひだか町役場 総務部契約管財課 

  代表電話 ０１４６－４３－２１１１ （直通４９－０２７８）  

（４）提出方法  持参又は郵送による方法とする。（必着） 

（５）提出書類様式の入手方法 

（３）の場所において、（２）の期間中に配付する。 

なお、新ひだか町の公式ホームページにおいてダウンロードすることができる。 

（６）入札参加資格の審査  

   この入札は、地方自治法施行令第１６７条の５の２に規定する条件付一般競争入札であ

るので、入札に参加しようとする者が２に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、そ

の結果を入札参加資格確認申請した者に入札参加資格確認結果通知書（別記様式第４号）

により書面で通知する。 

（７）その他 

  ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。 

  イ 町長は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用

しない。 

  ウ 提出された申請書及び資料は返却しない。 

 

４ 特定建設工事競争入札参加資格申請書等の提出期間等 

  特定建設工事共同企業体を結成し、入札に参加しようとする者は、特定建設工事競争入札

参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書を提出しなければならない。 

（１）提出期間  令和５年３月８日（水）から令和５年３月２２日（水）までの土曜日、日

曜日及び休日を除く午前９時から午後５時まで 

（２）提出場所  ３の（３）に同じ。 

（３）提出方法  持参又は郵送による方法とする。（必着） 

 

５ 契約条項を示す場所 

  ３の（３）に同じ 

 

６ 設計図書等の閲覧等について 

（１）本工事に係る設計図書等は、次のとおり閲覧に供する。 

  ア 期  間 令和５年３月８日（水）から令和５年４月１２日（水）まで 

イ 閲覧方法 電子閲覧によるものとし、新ひだか町ホームページからダウンロードする

こと。 

（２）設計図書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書（別記様式第６号）

により提出すること。 

なお、質疑がない場合は、ない旨の質問書の提出は不要である。 

ア 提出期限 令和５年３月８日（水）から令和５年４月４日（火）までの土曜日、日曜

日及び休日を除く午前９時から午後４時まで 

  イ 提出場所 ３の（３）に同じ 

  ウ 提出方法 質問書は持参又はファクシミリ（あらかじめ担当窓口へ電話連絡するこ

と。）により提出するものとする。 

（３） （２）の質問書に対する回答書は、３の（３）の担当部署において入札参加者へ通知

し、新ひだか町ホームページにおいて入札の前日まで閲覧に供することができる。なお、



 

 
 

 

入札参加者は、閲覧用設計図書等に関する変更や訂正、質疑回答の有無を含めて、入札前

に必ず確認すること。 

 

７ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）競争入札参加資格がないと認められた者は、町長に対して競争入札参加資格がないと認

めた理由について、次に従い書面（様式は自由）により説明を求めることができる。 

  ア 提出期限 令和５年４月３日（月）午後４時 

  イ 提出場所 ３の（３）に同じ。 

  ウ 提出方法 書面は持参又は郵送により提出するものとする。 

（２）町長は、説明を求められたときは、令和５年４月７日（金）までに説明を求めた者に対

し入札参加資格に係る理由説明書により回答する。 

 

８ 入札の執行及び開札の日時等について 

（１）入札日時 令和５年４月１３日（木）午前１１時００分 

（２）入札場所 新ひだか町役場静内庁舎３階第１会議室 

（３）開札日時 （１）に同じ 

（４）開札場所 （２）に同じ 

（５）入札書は持参により提出すること。送付又は電送による入札は認めない。 

（６）会社名・氏名の入った氏名票を着用のうえ、入札指定時刻３０分前までに受付を終え、

入札会場内又は入札控室で待機すること。 

（７）入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。 

（８）入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を

立ち会わせる。 

 

９ 入札保証金 

（１）入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額（消費税及び地方消費税    

相当額を含む。）の１００分の５に相当する額以上の入札保証金又はこれに代える担保を    

納付すること。 

（２）入札保証金の納付の免除、納付方法は、地方自治法施行令第１６７条の７及び新ひだか

町財務規則（平成１８年規則第３０号）第１２３条から第１２４条までの定めるところに

よる。 

（３）この入札公告における入札に付する入札案件については、入札保証金を免除する。 

 

10 工事費内訳書の提出 

（１）入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出する

こと。 

（２）工事費内訳書の様式は公示用設計図書に示す見積用の工事費内訳書で、金額等を明らか

にすること。 

（３）工事費内訳書の提出がない場合又は不備のある工事費内訳書を提出した場合は、無効に

なり再度入札には参加できないので注意すること。 

 

11 落札の決定方法 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第３項の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札



 

 
 

 

（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。 

（１）入札書記載金額は、設計図書及び仕様書等から見積った一切の費用を含んだ金額を記載

すること。 

（２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の  

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）入札執行回数は、３回を限度とする。 

（４）初度の入札において、入札者が一者の場合であっても入札を執行する。 

（５）再度の入札を行った結果、地方自治法第２３４条第３項の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内の価格の入札がなく入札不調となった場合は、不落随契を行う場合

がある。 

（６）本工事に係る入札は、地方自治法施行令第１６７条の１０第２項の規定による最低制限

価格を設定しているので、最低制限価格を下回る入札をした者は、失格となり、失格者は

再度入札等があっても参加できない。 

（７）予定価格の事前公表はしない。 

（８）落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税業者であるか免税事業者であ

るかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に

免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 

 

12 落札決定の取消し等 

（１）開札の時において､２に規定する資格を有しない者のした入札､新ひだか町建設工事等競

争入札心得（以下「入札心得」という。）第７条各号に掲げる入札又はこの入札説明書に定

める入札に関する条件に違反した入札は､無効とする。 

（２）無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 

なお、新ひだか町により入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札のときに

おいて新ひだか町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程に基づく指名停止を受けてい

るもの、その他開札のときにおいて資格のないものは、入札参加資格のない者に該当する。 

（３）落札者が暴力団関係事業者等であることにより新ひだか町が行う公共事業等から除外措

置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 

 

13 契約書作成の要否 

  必要とする。 

  なお、この契約は、新ひだか町議会の議決を要する工事であるので、落札者を決定した場

合は仮契約書を締結し、議会の議決を得たときは本契約を締結する。 

 

14 契約保証金 

（１）契約を締結しようとする者は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証

金又はこれに代える担保を納付すること。 

（２）契約保証金の納付の免除、納付方法等は、地方自治法施行令第１６７条の１６、新ひだ

か町財務規則第１４３条及び第１４７条の定めるところによる。 

 

15 前払金及び部分払金の支払方法等 



 

 
 

 

（１）前払金 

   契約金額の４割以内とする。 

（２）中間前払金 

   契約金額の２割以内とする。 

（３）部分払金 

   部分払はしない。 

 

16  その他 

（１）入札参加者は、公告及び入札説明書に定めるもののほか、新ひだか町建設工事執行規則

及び新ひだか町財務規則、入札心得その他関係法令を遵守すること。 

（２）申請書類に虚偽の記載をした場合においては、新ひだか町競争入札参加資格者指名停止

事務処理規程に基づく指名停止を行うことがある。 

（３）契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立す

る。 

（４）談合情報が入札の前に寄せられたときは、入札時に直前に抽選を行い、入札参加者を半

数程度に制限する場合がある。 

（５）本工事の落札者は、契約後速やかにＣＯＲＩＮＳ（コリンズ）の登録を行うこと。 

（６）詳細は、入札説明書による。 

※ 工事関係書類は全てＡ版とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

（規程第４条関係） 

 

入札説明書（変更後） 

 

この入札説明書は､令和５年３月８日付け令和５年新ひだか町公告第９号により公告した

条件付一般競争入札(以下｢入札｣という｡) に関する説明書である。 

 この入札を次のとおり実施する。 

 

１ 契約者 

 新ひだか町長 大野 克之 

 

２ 入札に付する事項 

（１）工事名称  静内川右岸緑地公園テニスコート（砂入り人工芝コート）災害復旧工事（R4-2） 

（２）工事種類  舗装工事 

（３）工事概要  災害復旧工事 砂入り人工芝舗装工一式Ａ＝３，５３０㎡、公園施設撤去

工一式、グラウンド・コート舗装工一式 

（４）契約期間  令和５年契約の日から令和５年９月２０日まで 

（５）履行場所  日高郡新ひだか町静内真歌地内 

（６）工事の仕様その他の明細 別途閲覧に供する仕様書、図面による。 

（７）分別解体等の実施の義務付け 

この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年法律第１０４

号)に基づき分別解体等の実施が義務付けられています。 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格 

  入札参加希望者は特定建設工事共同企業体であって、次の要件をすべて満たす者とする。 

（１）特定建設工事共同企業体の構成員の資格要件 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

イ 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、新ひだか町競争入札参加資格

者指名停止事務処理規程(平成１８年訓令第４６号)の規定に基づく指名停止を受けてい

ないこと。 

ウ 暴力団関係事業者等であることにより、新ひだか町が行う競争入札への参加を除外さ

れていないこと。 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされて

いる者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て

がなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては

再生手続開始の決定を受け、新ひだか町の競争入札参加資格の再審査結果を有している

者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。 

オ 発注工事に対応する令和４年新ひだか町告示第５９号に規定する「舗装工事」の競争

入札参加資格及び建設業法（昭和２４年法律第１００号）における「舗装工事業」の許

可を受けて２年以上の営業年数を有すること。 

また、入札日現在において、経営事項審査（建設業法第２７条の２３第１項に定める

ものをいう。）の有効期限を経過していないこと。 

カ 新ひだか町における「舗装工事」の競争入札参加資格に登録されていること。 

キ 建設業法第３条第１項第２号に規定する特定建設業者又は同法第３条第１項第１号に

規定する一般建設業者であること。 

ク 北海道内に建設業法第３条第１項に基づく許可における主たる営業所又は従たる営業



 

 
 

 

所（建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）別記様式第一号又は別紙二（２）

の「主たる営業所又は従たる営業所」の欄に記載されているものをいう。）を有する者で

あること。 

ケ 構成員のうち１者以上が、過去１５年間（平成１９年度以降）に、本工事と同種で、

かつ、おおむね同規模と認められる官公庁発注工事を元請として施工した実績を有する

こと。 

    なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率

が２０パーセント以上の場合のものに限るものとする。 

コ 建設業法第２６条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者、若しくは

これと同等以上の資格を有し、競争入札参加資格確認申請書等の提出日以前に３ヶ月以

上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者を工事に専任で配置できること。 

ただし、合併又は事業譲渡等があった場合は、この限りではない。 

  なお、工事１件の請負代金額が、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第   

２７条第１項に定める金額に満たない場合の技術者の専任は、要しないものとする。 

サ 本工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは

人的関係がないこと。 

シ 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

なお、シ及びスにおける資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。 

また、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取 

ることは、新ひだか町建設工事等競争入札心得第４条第２項に該当しない。 

（ア） 資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。 

ａ 子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会

社等をいう。ｂにおいて同じ。）と親会社（同条第４号の２に規定する親会社等をい

う。ｂにおいて 同じ。）の関係にある場合 

ｂ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

（イ） 人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、ａについては、会社等（会社法施行

規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。

以下同じ。)の一方が民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社等

又は更生会社（会社更生法第２条第７項に規定する更生会社をいう。)である場合を除

く。 

ａ 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のうち、

次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

  （ａ） 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

（ａ1）会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監

査等委員である取締役 

（ｂ2）会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 

（ｃ3）会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

（ｄ4）会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により

業務を執行しないこととされている取締役 

（ｂ）会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

（ｃ）会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同

会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定めがあ



 

 
 

 

る場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

（ｄ）組合の理事 

（ｅ）その他業務を執行する者であって、(ａ)から(ｄ)までに掲げる者に準ずる者 

ｂ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会社更生

法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。)

を現に兼ねている場合 

ｃ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

（ウ）その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上

記（ア）又は（イ）と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 

（２）特定建設工事共同企業体の結成要件 

ア 構成員の数は、２者又は３者のいずれかであること。 

イ 構成員の組合せについては、（１）のカの資格の種類に登録されており、構成員のうち

１者以上が新ひだか町内に商業登記法（昭和３８年法律第１２８号）第１７条第２項に

規定する本店又は建設業法第３条第１項に基づく許可における主たる営業所（建設業法

施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）別記様式第一号又は別紙二（２）の「主たる

営業所」の欄に記載されているものをいう。）を有する者であること。 

ウ 各構成員の出資比率の下限は次の各号に掲げるものとする。ただし、代表者の出資比

率は、他の構成員の出資比率を下回ってはならない。 

 （ア）２者の場合 ３０パーセント以上 

 （イ）３者の場合 ２０パーセント以上 

エ 現場代理人を工事現場に常駐させられること。 

オ 本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、単体企業、他の共同企業体の構成員

として参加する者でないこと。 

カ その他必要な事項は、新ひだか町共同企業体取扱要綱によること。 

 

４ 入札参加資格確認申請書等の提出期間及び審査等 

  入札参加希望者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書に関係書類を添付して提出し

なければならない。 

（１）申請書等の提出書類 

  ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書（別記様式第１号） 

  イ 工事施工(業務履行)実績調書（別記様式第３号）及び工事施工実績を証明する書面 

  ウ 資本関係・人的関係調書（ただし、資本関係及び人的関係がない場合は提出不要） 

  エ その他指定する書類 

（２）提出期間 

   令和５年３月８日（水）から令和５年３月２２日（水）までの土曜日、日曜日及び新ひ

だか町の休日を定める条例（平成１８年条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下、

「休日」という。）を除く、午前９時から午後５時まで 

（３）申請書類の提出場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 

郵便番号０５６－８６５０ 

日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番５０号 

  新ひだか町役場 総務部契約管財課 

  代表電話 ０１４６－４３－２１１１（直通４９－０２７８）  

（４）提出方法  持参又は郵送による方法とする。（必着） 



 

 
 

 

（５）提出書類様式の入手方法 

（３）の場所において、（２）の期間中に配付する。 

なお、新ひだか町の公式ホームページにおいてダウンロードすることができる。 

（６）入札参加資格の審査  

   この入札は、地方自治法施行令第１６７条の５の２に規定する条件付一般競争入札であ

るので、入札に参加しようとする者が３に掲げる資格を有するかどうかの審査を行い、そ

の結果を入札参加資格確認申請した者に入札参加資格確認結果通知書（別記様式第４号）

により書面で通知する。 

（７）その他 

  ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。 

  イ 町長は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用

しない。 

  ウ 提出された申請書及び資料は返却しない。 

 

５ 特定建設工事競争入札参加資格申請書等の提出期間等 

  特定建設工事共同企業体を結成し、入札に参加しようとする者は、特定建設工事競争入札

参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書を提出しなければならない。 

（１）提出期間  令和５年３月８日（水）から令和５年３月２２日（水）までの土曜日、日

曜日及び休日を除く午前９時から午後５時まで 

（２）提出場所  ４の（３）に同じ。 

（３）提出方法  持参又は郵送による方法とする。（必着） 

 

６ 契約条項を示す場所 

 ４の（３）に同じ。 

 

７ 設計図書等の閲覧等について 

（１）本工事に係る設計図書等は、次のとおり閲覧に供する。 

  ア 期  間 令和５年３月８日（水）から令和５年４月１２日（水）まで 

イ 閲覧方法 電子閲覧によるものとし、新ひだか町ホームページからダウンロードする

こと。 

（２）設計図書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書（別記様式第６号）

により提出すること。 

なお、質疑がない場合は、ない旨の質問書の提出は不要である。 

ア 提出期限 令和５年３月８日（水）から令和５年４月４日（火）までの土曜日、日曜

日及び休日を除く午前９時から午後４時まで 

 イ 提出場所 ４の（３）に同じ 

 ウ 提出方法 質問書は持参又はファクシミリ（あらかじめ担当窓口へ電話連絡するこ

と。）により提出するものとする。 

（３）（２）の質問書に対する回答書は、４の（３）の担当部署において入札参加者へ通知し、

新ひだか町ホームページにおいて入札の前日まで閲覧に供することができる。なお、入札

参加者は、閲覧用設計図書等に関する変更や訂正、質疑回答の有無を含めて、入札前に必

ず確認すること。 

 

８ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）競争入札参加資格がないと認められた者は、町長に対して競争入札参加資格がないと認



 

 
 

 

めた理由について、次に従い書面（様式は自由）により説明を求めることができる。 

  ア 提出期限 令和５年４月３日（月）午後４時 

  イ 提出場所 ４の（３）に同じ。 

  ウ 提出方法 書面は持参又は郵送により提出するものとする。 

（２）町長は、説明を求められたときは、令和５年４月７日（金）までに説明を求めた者に対

し入札参加資格に係る理由説明書により回答する。 

 

９ 入札執行及び開札の日時等について 

（１）入札日時 令和５年４月１３日（木）午前１１時００分 

（２）入札場所 新ひだか町役場静内庁舎３階第１会議室 

（３）開札日時 （１）に同じ 

（４）開札場所 （２）に同じ 

（５）入札書は持参により提出すること。送付又は電送による入札は認めない。 

（６）会社名・氏名の入った氏名票を着用のうえ、入札指定時刻３０分前までに受付を終え、

入札会場内又は入札控室で待機すること。 

（７）入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。 

（８）入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を

立ち会わせる。 

 

10 入札保証金 

（１）入札に参加しようとする者は、その者の見積もった契約金額（消費税及び地方消費税相

当額を含む。）の１００分の５に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える

国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。ただし、新ひだか町財務規

則（平成１８年規則第３０号）第１２４条の定めるところにより入札保証金の納付を免除

された者は、この限りでない。 

（２）入札保証金の納付の免除、納付方法は、地方自治法施行令第１６７条の７及び新ひだか

町財務規則第１２３条から第１２４条までの定めるところによる。 

（３）この入札公告における入札に付する入札案件については、入札保証金を免除する。 

 

11 工事費内訳書の提出 

（１）入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出する

こと。 

（２）工事費内訳書の様式は公示用設計図書に示す見積用の工事費内訳書で、金額等を明らか

にすること。 

（３）工事費内訳書の提出がない場合又は不備のある工事費内訳書を提出した場合は、無効に

なり再度入札には参加できないので注意すること。 

 

12 落札者の決定方法 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第３項の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札

（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。 

（１）入札書記載金額は、設計図書及び仕様書等から見積った一切の費用を含んだ金額を記載

すること。 

（２） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の 

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 



 

 
 

 

（３）入札執行回数は、３回を限度とする。 

（４）初度の入札において、入札者が一者の場合であっても入札を執行する。 

（５）再度の入札を行った結果、地方自治法第２３４条第３項の規定に基づいて作成された予

定価格の制限の範囲内の価格の入札がなく入札不調となった場合は、不落随契を行う場合

がある。 

（６）本工事に係る入札は、地方自治法施行令第１６７条の１０第２項の規定による最低制限

価格を設定しているので、最低制限価格を下回る入札をした者は、失格となり、失格者は

再度入札等があっても参加できない。 

（７）予定価格の事前公表はしない。 

（８）落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税業者であるか免税事業者であ

るかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に

免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 

 

13 落札決定の取消し等 

（１）開札の時において､３に規定する資格を有しない者のした入札､新ひだか町建設工事等競

争入札心得（以下「入札心得」という。）第７条各号に掲げる入札又はこの入札説明書に定

める入札に関する条件に違反した入札は､無効とする。 

（２）無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 

なお、新ひだか町により入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札のときに

おいて新ひだか町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程に基づく指名停止を受けてい

るもの、その他開札のときにおいて資格のないものは、入札参加資格のない者に該当する。 

（３）落札者が暴力団関係事業者等であることにより新ひだか町が行う公共事業等から除外措

置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 

 

14 契約書作成の要否 

  必要とする。 

  なお、この契約は、新ひだか町議会の議決を要する工事であるので、落札者を決定した場

合は仮契約書を締結し、議会の議決を得たときは本契約を締結する。 

 

15 契約保証金 

（１）契約を締結しようとする者は、契約金額の１００分の１０に相当する額以上の契約保証

金又はこれに代える国債、地方債その他町長が確実と認める担保を提供すること。 

（２）契約保証金の納付の免除、納付方法等は、地方自治法施行令第１６７条の１６、新ひだ

か町財務規則第１４３条及び第１４７条の定めるところによる。 

 

16 前払金及び部分払金の支払方法等 

（１）前払金 

   契約金額の４割以内とする。 

（２）中間前払金 

   契約金額の２割以内とする。 

（３）部分払金 

   部分払はしない。 

 

17  その他 

（１）入札参加者は、公告及び入札説明書に定めるもののほか、新ひだか町建設工事執行規則



 

 
 

 

及び新ひだか町財務規則、入札心得その他関係法令を遵守すること。 

（２）申請書類に虚偽の記載をした場合においては、新ひだか町競争入札参加資格者指名停止

事務処理規程に基づく指名停止を行うことがある。 

（３）契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立す

る。 

（４）談合情報が入札の前に寄せられたときは、入札時に直前に抽選を行い、入札参加者を半

数程度に制限する場合がある。 

（５）この入札は、取りやめること又は延期することがある。 

（６）本工事の落札者は、契約後速やかにＣＯＲＩＮＳ（コリンズ）の登録を行うこと。 

（７）工事関係書類は全てＡ版とすること。 

 

 

【入札説明書別記説明】 

 

１ ｢３ 入札に参加する者に必要な資格｣関係 

 ３の（１）のケの説明 

   施工実績が本工事と同種とは、「舗装工事」をいい、おおむね同規模と認められる工事

とは、砂入り人工芝１，５００㎡以上の官公庁発注工事をいう。 

 

３の（１）のコの説明 

（１）本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は主任技術者等の資格を

有する者を配置すること。 

   また、当該建設工事を施工するために、下請契約の請負金額の合計が、建設業法施

行令第２条に定める額以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となるとともに、

主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。 
（２）建設業法で必要とする「営業所専任技術者」は、当該工事の主任技術者・監理技術

者には原則として配置できません。 
   ただし、国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」（最終改正令和４年１２月２

３日国不建第４５７号）及び、新ひだか町発注工事における主任技術者等及び現場代

理人に関する取扱要領により配置できる場合は除きます。 

 

３の（１）のサの説明 

  建設業法で必要とする「営業所専任技術者」は、当該工事の現場代理人には原則として

配置できませんので、ご留意ください。 

ただし、国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」（最終改正令和４年１２月２３日

国不建第４５７号）及び、新ひだか町発注工事における主任技術者等及び現場代理人に関

する取扱要領により配置できる場合は除きます。 

 

 

２ ｢４ 入札参加資格確認申請書等の提出期間及び審査等｣関係 

 ４の（１）の説明 

  次の書類を添付し提出すること。 

  （１）条件付一般競争入札参加資格確認申請書（別記様式第１号） 

  （２）工事施工(業務履行)実績調書（別記様式第３号）及びその内容を証するもの 

ア 工事実績を証明する書類 

(工事実績証明書又はこれに代わる書面(契約書等の写し又はＣＯＲＩＮＳ登録の

竣工時データの写し) 、工事概要（建築物の構造や延床面積等）を示す書類及び

共同企業体協定書の写し（共同企業体での実績の場合）) 

  （３）資本関係・人的関係調書（ただし、資本関係及び人的関係がない場合は提出不要） 

  （４）その他指定する書類 

その他必要に応じて、求めることがありますので、ご承知ください。 



 

 
 

 

 

３ ｢５ 特定建設工事競争入札参加資格申請書等の提出期間等｣関係 

 ５の説明 

次の書類を提出すること。 

  （１）特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書（別記様式第１号） 

  （２）特定建設工事共同企業体協定書（甲型）（別記様式第２号） 

  （３）委任状（特定建設工事共同企業体用）（別記様式第５号） 

 

 

 

 申請様式を定めるものについては、新ひだか町公式ホームページにて掲載する内容の様式を

もって提出してください。 

 
 


